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【運営】 °
認定こども園自己点検・自己評価リスト

<三二2豆左迭 >
① 担当する職員 (又は担当チーム)を指定し、「担当者名」欄に記入してください。

② 点検結果の評定基準は、右の表から選択してください。

③ 点検は、担当者による「職員点検 (一次点検)」 から実施してください。

④ 「職員点検」の後、その結果に係る確認等も含め、「組織点検 (二次点検)」 を実施し、

必要に応じて、「評価 (課題・改善策等を含む)」 欄を記入してください。

⑤ 《手引p》は、手引に記載している該当頁を示しています。

なお 政令市。 園は、所管市の認 可・認定基準等を確認願いますc

<点検結果評定基準>

A:適正
B:一部改善を要する
C:改善を要する
D:対象外
※ 認可基準等の項目において
特例適用の場合は、Aを選択

点 検
分 野 番号

当
名

担
者

職 員 組織
評価 (課題・改善策等含む)

教育

保育
時間

36
・幼保運営基準第9条《手引p22》

・幼保教育・保育要領《手引p35》

・幼稚園教育要領《手引p35》

域
の
携

地
と
連

37

`じ
以 υノー

~^l―
恥 し ヽT.日|ヽ 又 恢 言F」RIて 理 Ol里」以 上 囲

譜

する等していますか。

法令等

認こ運営基準第7の 2《手引p28》

森雅子 A A

38

苦情解決窓口を設置し、保護者へ周知していますか。

苦情解決の記録は書面によって整備していますか。

法令等

特定運営基準第30条《手引p31》

森雅子 A A

情
　
決
　
制

苦
　
解
　
体

39

苦情解決体制において、苦情解決責任者及び苦情受付

担当者、第二者委員が選任されていますか。

着眼点

・幼保連携型及び保育所型のみが対象となります。

・苦情解決の責任主体を明確にするため、施設長等を苦

情解決責任者に指定するなど、体制整備が必要です。

法令等
。苦情解決仕組み指針通知《手引p46》

森雅子 A A

40

在園児数に相当する給食数を提供していますか。

着眼点

・2・ 3号認定の園児への給食提供は必須です。

法令等

・健康増進法《手引p49》

。保育所における食事提供ガイドライン((手 引p58》

・事業者向けFAQ【第7版】Q10:給食の実施《手引p86》

森雅子 A A

事
　
供

食
　
提

41

給与栄養目標量(食事摂取基準)を適正に設定していま

すか。

法令等

・健康増進法《手引p49》

。最低基準第11条《手引p32》

・雇児発0331第 1号、障発0331第 16号《手引p50》

・雇児母発0331第 1号《手引p52》

。幼保教育・保育要領《手引p35》

森雅子 A A
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【運営】  認定こども園自己点検・自己評価リスト
<記入:左迭 >
① 担当する職員(又は担当チーム)を指定し、「担当者名」欄に記入してください。
② 点検結果の評定基準は、右の表から選択してください。

③ 点検は、担当者による「職員点検(一次点検)」 から実施してください。
④ 「職員点検」の後、その結果に係る確認等も含め、「組織点検(二次点検)」 を実施し、
必要に応じて、「評価(課題・改善策等を含む)」 欄を記入してください。

⑤ 《手引p》は、手引に記載している該当頁を示しています。
なお、政令市。中核市が所管する は 市の認可・認定基準等を確認願います。

<点検結果評定基準>

A:適正
B:一部改善を要する
C:改善を要する
D:対象外
※ 認可基準等の項目において
特例適用の場合は、Aを選択

点 検
分野 番号 項  目

当
名

担
者

職 員 組 織
評価 (課題・改善策等含む)

42

予定献立表を作成し、必要な項目(献立名、食品名、

可食量等)が記入されていますか。

また、保護者へは事前に献立表を配布していますか。

法令等

森雅子 A A

43

~疋
期 回 υ妖 地 緬 号 末 査 亘 の ガ 伸 刀 編` 与 禾 査 日標「亘

~

葬

大きく下回つたり、上回つたりしていませんか。

法令等

・健康増進法《手引p49》

。最低基準第11条第2・ 3項《手引p32》

・雇児発0331第 1号、障発0331第 16号《手引p50》

・雇児母発0331第 1号《手引p52》

森雅子 A A

44

アレルギー対応の必要な園児や障害児など個々に

応じて、かかりつけ医や保護者と連携を図りながら

適切に対応していますか。

法令等

・健康増進法《手引p49》

。最低基準第11条《手引p32》

。雇児発0331第 1号、障発0331第 16号《手引p50》

。雇児母発0331第 1号《手引p52》

。保育所における食事提供ガイドライン《手引p58》

・幼保教育・保育要領《手引p35》

森雅子 A A

食事

提供

45

乳幼児にふさわしい食生活が展開され、適切な援助が

行われるよう食事の提供を含む食育計画を作成し、

「教育及び保育の内容に関する具体的な計画」並びに

指導計画に位置づけていますか。

法令等

・健康増進法《手引p49》

。最低基準第11条《手引p32》

。雇児発0331第 1号、障発0331第 16号《手引p50》

・雇児母発0331第 1号《手引p52》

。保育所における食事提供ガイドライン《手引p58》

・幼保教育・保育要領《手引p35》

早川沙織 A A

― 運営 12-

・健康増進法《手引p49》

。最低基準第 11条《手引p32》

・雇児発0331第 1号、障発0331第 16号《手引p50》

。雇児母発0331第 1号《手引p52》

・保育所における食事提供ガイドライン((手 引p58》

。幼保教育・保育要領《手引p35》



【運営】  認定こども園自己点検・自己評価リスト
<証△上迭 >
① 担当する職員(又は担当チーム)を指定し、「担当者名」欄に記入してください。

② 点検結果の評定基準は、右の表から選択してください。

③ 点検は、担当者による「職員点検 (一次点検)」 から実施してください。

④ 「職員点検」の後、その結果に係る確認等も含め、「組織点検 (二次点検)」 を実施し、

必要に応じて、「評価 (課題・改善策等を含む)」 欄を記入してください。

⑤ 《手引p》は、手引に記載している該当頁を示していますc

なお 。中核市が所管する園は、所管市の認可・認定基準等を確認願います。

<点検結果評定基準>

A:適正
B:一部改善を要する
C:改善を要する
D:対象外
※ 認可基準等の項目において
特例適用の場合は、Aを選択

点 検
分野 番号 項

当
名

担
者

職 員 組織
評価 (課題・改善策等含む)

46

給食の提供前に園長、主幹保育教諭等による検食が

行われ、結果を記録し、栄養管理に反映していますか。

法令

。最低基準第11条《手引p32》

。雇児発0331第 1号、障発0331第 16号《手引p50》

・雇児母発0331第 1号《手引p52》

早川沙織 A A

47

衛生自主管理点検を個別に実施し記録していますか。

。調理従事者の個人衛生点検
。調理設備等の衛生点検

・調 埋 征 争 有 及 ひ 調 孝し世 当休 言 裂 詞 の 月 1回以 上 の 碩

・健康増進法施行規則《手引p49》

・食品衛生法《手引p49》

。大量調理施設衛生管理マニュアル《手引p58》

早川沙織 A A

事
　
供

食
　
提

48

業務委託の場合、委託契約書を取り交わし、適切な

委託内容となつていますか。

法令

・最低基準第 11条 、32条の2《 手引p32、 34》

・厚生労働省令第132号《手引p50》

。児発第86号《手引p54》

。雇児発0601第4号《手引p56》

委託内容のポイント

。施設に、受託業者の責任者が配置され、必要な人員(資

格保有者含む)が確保されていること。
。調理従事者に対して定期的に衛生面・技術面の研修を

実施すること。

・適正な食材量を使用し、所要の栄養量が確保されるよう

調理方法を工夫すること。

一 運営 13-

法令
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【会計】  認定こども園自己点検・自己評価リスト
<壼已△2ゴ塞>
① 担当する職員(又は担当チーム)を指定し、「担当者名」欄に記入してください。
② 点検結果の評定基準は、右の表から選択してください。

③ 点検は、担当者による「職員点検(一次点検)」 から実施してください。
④ 「職員点検」の後、その結果に係る確認等も含め、「組織点検(二次点検)」 を実施し、
必要に応じて、「評価(課題・改善策等を含む)」 欄を記入してください。

⑤ 《手引p》は、手引に記載している該当頁を示しています。
なお、政令市。中核市 する園は、所管市の認可・認定基準等を確認願いますで

<点検結果評定基準>

A:適正
B:一部改善を要する
C:改善を要する
D:対象外
※ 認可基準等の項目において
特例適用の場合は、Aを選択

点 検
分野 番号 項

当
名

担
者

職 員 組織
評価 (課題・改善策等含む)

園内に経理規程を備え付けていますか。

着眼点
。経理規程に従い、園内の会計事務を行うこと。

大宅修
A A

2

会計責任者と出納職員は別々の者が任命されて

いますか。

着眼点
。会計事務における内部牽制体制を確立するため、会計

管理者と出納職員は分任体制をとること。
。会計責任者と出納職員は、辞令を交付するなど、責任

を明確にしておくこと。

大宅修 A A

3

会計帳簿等を適切に整備、保管していますか。

着眼点
。各種台帳、会計伝票、証ひょう書類等は整理し、保存

しておくこと。

大宅修 A A

4

寄付金品を受領する際は、経理規程等に基づき、適正に

処理していますか。

着眼点
。善意の寄付者の意志を尊重し、有効に役立てるため、

寄付申込書等により目的を確認し、寄付金台帳等に記載

するなどして、収入の整理を行うこと(ただし、飲食物等、

即 日消費されるようなものはこの限りではありません)。

大宅修 A A

会 計

管理

5
社会通念の範囲を超えるような慶弔費、自治会費、職員

の福利厚生を目的とした親睦費等の支出はありませんか。
大宅修 A A

6
小口現金は、経理規程に定めるとおりに運用して

いますか。
大宅修 A A

7 現金出納帳を整備し、現金と一致させていますか。 大宅修 A

8 日々の支出と残高を正確に記帳 (把握)していますか。 森雅子 A A

9

日々の現金収入は、金融機関に預け入れていますか。

着眼点
。日々の現金収入を直接支出に充てないこと。

森雅子 A A

10
領収書は、購入品日、日付など必要項目が記載され、

領収印が押された状態で、適切に保管していますか。
森雅子 A A

11

γ レン ツト刀
~卜

さ 所 f〒 し にい て,可:万'日¬ ,研:「i画時 乏:了丁

l,ヽ .

適正に管理していますか。

出納

事務

12 銀行印と預金通帳は別々の場所に保管していますか。 大宅修 A A

一 会計 1-

A



【会計】  認定こども園自己点検・自己評価リスト
<記△:左法>
① 担当する職員(又は担当チーム)を指定し、「担当者名」欄に記入してください。

② 点検結果の評定基準は、右の表から選択してください。

③ 点検は、担当者による「職員点検(一次点検)」 から実施してください。

④ 「職員点検」の後、その結果に係る確認等も含め、「組織点検(二次点検)」 を実施し、
必要に応じて、「評価(課題・改善策等を含む)」 欄を記入してください。

⑤ 《手引p》は、手引に記載している該当頁を示しています。
なお、政令市・中核市が所管する の 可 。 基準等を確認願います。

<点検結果評定基準>

A:適正
B:一部改善を要する
C:改善を要する
D:対象外
※ 認可基準等の項目において
特例適用の場合は、Aを選択

点 検
分野 番 号 項  目

当
名

担
者

職 員 組織
評価 (課題・改善策等含む)

13 園の予算は、適正に執行されていますか。 大宅修 A A

算
算

予
決

14

決算と予算との間で、大幅に食い違う科目がある場合、

その原因が究明され、必要な改善措置がなされています

か。

着眼点

・予算の執行に当たって、変更を加えるときは、あらかじ

め、理事会等の承認を得ること。

A A

15 徴収金台帳 (納入台帳)を整備していますか。 大宅修 A A

16

利用者からの徴収金但重回」墨堕)は 、運営規程等に

規定し、説明を行い、文書にて同意を得た上で、徴収して

いますか。

着眼点
。上乗せ徴収は、文書による同意が必要です。

法令等

・特定運営基準第13条《手引p29》

大宅修 A A

保護

者徴

収金

17

利用者からの徴収金(塞量饉型■)は、運営規程等に規定

し、説明を行い、同意を得た上で、徴収していますか。

法令等

・特定運営基準第13条《手引p29》

大宅修 A A

― 会計 2-



【労務】  認定こども園自己点検・自己評価リスト
<三LA左迭>
① 担当する職員(又は担当チーム)を指定し、「担当者名」欄に記入してください。

② 点検結果の評定基準は、右の表から選択してください。

③ 点検は、担当者による「職員点検(一次点検)」 から実施してください。

④ 「職員点検」の後、その結果に係る確認等も含め、「組織点検(二次点検)」 を実施し、
必要に応じて、「評価(課題。改善策等を含む)」 欄を記入してください。

⑤ 《手引p》は、手引に記載している該当頁を示しています。
なお、政令市。中核市が所管する は 、 の認可。 基準等を確認願います。

<点検結果評定基準>

A:適正
B:一部改善を要する
C:改善を要する
D:対象外
※ 1認可基準等の項目において
特例適用の場合は、Aを選択

点 検
分野 番 号 項  目

当
名

担
者

聴 員 組織
評価 (課題・改善策等含む)

就業規則等の必要な規程類を整備し、適正に運用して

いますか。

巨□
。就業規則には職場において守られるべき規律や賃金等

共通の労働条件等の規定が必要です。

・就業規則等は労働基準監督署に届出が必要です。

・職員に周知することが必要です。

・就業規則とは別に賃金規程等を作成している場合は、

これらの規程等も届出や周知等を行う必要があります。

匠 □

・労基法第89、 106条《手引p67、 68》

大宅修 A A

2

職員の採用時には、雇用契約書や就業規則等により、

賃金や労働時間等の労働条件を明示していますか。

国□
・採用通知書、辞令、雇用契約書等は、その写し等を

保管するなど、適切な管理が必要です。

国□
。労基法第 15、 89、 106条《手引p58、 67、 68》

・労働契約法第4条《手引p69》

大宅修 A A

3

勤務割表や出勤簿、タイムカード等を整備するとともに、

労働時間を適正に管理していますか。

国∃
。労基法第32、 36、 37108、 109条《手引p59,62,68)

A A

人事

管理

就業

規則

4

所定労働時間は、法定労働時間を超えていませんか。

ロ ヨ

・労働時間は、原則 1日 8時間、1週 40時間以内。
。1か月 (あるいは1年)単位の変形労働時間制を採用

をしている場合、1か月 (あるいは1年 )以 内の一定期間

平均し、1週間の労働時間が40時間以内。

・労働時間が6時間を超える場合には45分以 卜の、

8時間を超える場合には1時間以上の休憩が必要です。

図 ヨ
。労基法第32～ 36条《手引p59～ 62》

大宅修 A

一労務 1-

大宅修

A



【労務】  認定こども園自己点検・自己評価リスト
<証2⊆左迭 >
① 担当する職員(又は担当チーム)を指定し、「担当者名」欄に記入してください。
② 点検結果の評定基準は、右の表から選択してください。

③ 点検は、担当者による「職員点検(一次点検)」 から実施してください。

④ 「職員点検」の後、その結果に係る確認等も含め、「組織点検(二次点検)」 を実施し、
必要に応じて、「評価(課題・改善策等を含む)」 欄を記入してください。

⑤ 《手引p》は、手引に記載している該当頁を示しています。
なお、政令市。中核市 る園は、所管市の認 可・認定基準等を確認願います。

大宅修

<点検結果評定基準>

A:適正
B:一部改善を要する
C:改善を要する
D:対象外
※ 認可基準等の項目において
特例適用の場合は、Aを選択

ブ`り|′ 昌
´

:

分 野 番号 項
担 当
者 名

点 検
評価 (課題・改善策等含む)

職 員 組織

人事

管理

就業

規則

5

超過勤務命令簿を適切に整備・管理し、実際の勤務状況

に合わせて超過勤務手当を支払っていますか。

□□
。法定労働時間を超えて労働者を働かせる場合には、あ

らかじめ労働組合等との間に時間外労働・休 日労働に

関する(36協定)を締結した上で、労働基準監督署への

届出が必要です。

ロヨ
・労基法第32、 35～ 37条《手引p59、 62》

大宅修 A A

6

休日の振替を行う場合には、あらかじめ振替の措置を

講じていますか。

国□
―労基法第35～ 37、 89条《手引p62、 67》

大宅修 A A

7

規定された以外の不適切な減給を行っていませんか。

。労基法第 16、 24、 89、 91条など《手引p58、 67》

大宅修 A A

8

産体・育休日長期休業者等がいる場合、必要に応じて

代替職員を確保していますか。

参考事項

・産体等代替職員費を補助する県制度があります。

大宅修 A A

9

職員の履歴書、資格証明書を適切に整備口管理していま

すか。

国□
・法第15条《手引p13》

・学校教育法施行規則第28条《手引p43》

大宅修 A A

10

学校医、学校歯科医、学校薬剤師 (幼稚園型、幼保連携

型のみ)との契約書等や執務記録簿等の勤務状況を確認

できる資料を、整備口保管していますか。

国□
・法第27条《手引p13》

。学校教育法施行規則第28条《手引p43》

・学校保健安全法第23条《手引p45》

・学校保健安全法施行規則第22条《手引p45》

A A

―労務 2-



【労務】  認定こども園自己点検・自己評価リスト
<三12⊆左迭 >
① 担当する職員 (又は担当チーム)を指定し、「担当者名」欄に記入してください。

② 点検結果の評定基準は、右の表から選択してください。

③ 点検は、担当者による「職員点検 (一次点検)」 から実施してください。

④ 「職員点検」の後、その結果に係る確認等も含め、「組織点検 (二次点検)」 を実施し、

必要に応じて、「評価 (課題・改善策等を含む)」 欄を記入してください。

⑤ 《手引p》は、手引に記載している該当頁を示しています。

なお、政令市。中核市が る は 市の認可・認定基準等を確認願います。

<点検結果評定基準>

A:適正
B:一部改善を要する
CI改善を要する
D:対象外
※ 認可基準等の項目において
特例適用の場合は、Aを選択

点 検
分野 番号 項

当

名
担
者

職 員 組織
評価 (課題・改善策等含む)

11

職員に対し、処遇改善等加算について内容を周知し、

それに準じた支給をしていますか。

着眼点

〔処遇改善加算 I・ Ⅱ共通〕

・賃金改善を実施する計画を策定し、職員に対して計画

内容の周知すること。
。賃金改善に係る帳簿や証拠書類を適切に保管すること。

〔処遇改善加算 Ⅱ〕
。加算対象職員に対し、職位発令等を行うこと。

法令等

・処遇改善等加算通知《手引p70》

大宅修 A A人事

管理

就業

規則

12

業務上の疾病や療養等に係る災害補償規程等を整備

していますか。

法令等

・労基法第75～ 89条《手引p64～ 67》

大宅修 A A

13

職員会議は月1回以上、園長及び各職種の職員が参加

して情報共有の場として定期的に開き、内容を記録・整備

していますか。

国園
・不参加の職員にも内容を周知し共有を図ります。

国∃
・幼保教育・保育要領《手引p35》

大宅修 A

14

各研修会への参加や内部研修の充実等により、職員の

資質向上に向けた積極的な取組を行つていますか。

国ヨ
。認こ運営基準第6の 4《手引p28》

・県条例第3条《手引p36》

・基準条例第7条第8項《手引p41》

大宅修 A A

15

「人権」や「虐待防止」に関する研修について、取り組んで

いますか。

□□
・幼保教育・保育要領《手引p35》

・児童虐待の防止等に関する法律第5条《手引p46》

大宅修 A A

研
修
　
等

16

研修の記録を整備し、参加していない職員に対しても、

その内容を周知し、共有を図っていますか。

国□
・県条例第3条《手引p36》

・基準条例第7条第8項《手引p41》

大宅修 A

一労務 3-
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【労務】  認定こども園自己点検・自己評価リスト
<記2豆左迭 >
① 担当する職員(又は担当チーム)を指定し、「担当者名」欄に記入してください。

② 点検結果の評定基準は、右の表から選択してください。

③ 点検は、担当者による「職員点検(一次点検)」 から実施してください。

④ 「職員点検」の後、その結果に係る確認等も含め、「組織点検(二次点検)」 を実施し、
必要に応じて、「評価(課題・改善策等を含む)」 欄を記入してください。

⑤ 《手引p》は、手引に記載している該当頁を示しています。
なお、政令市。中核市が所管す の 可・認定基準等を確認願います。

<点検結果評定基準>

A:適正
B:一部改善を要する
C:改善を要する
D:対象外
※ 認可基準等の項目において
特例適用の場合は、Aを選択

点 検
分野 番号 項  目

当
名

担
者

職 員 lE織
評価 (課題・改善策等含む)

研修

等

17

職員の資格取得に積極的に努めていますか。

□□
・保育教諭等の教員免許更新時期を(5年 )管理し、

更新講習を受講させること。

法令等
。法第 15、 39条《手引p13、 14》

。認こ運営基準第3《手引p25》

参考事項

【ZL伍警」塑型塁立二上土Σ[丞⊇堡宣教証二重遣」艶型)_

新制度施行から5年間 (平成32年 3月 末まで)に限り、

幼稚園教諭免許又は保育士資格のどちらか一方を有して

いる者を配置数に算定できます。

11墨[自己上雀量笙L塾 _重回ユ免這12り主互萱艶2と■生の」主位11

新制度施行から5年間は、幼稚園教諭。保育 士資格の

併有を促進するため、履修科目・試験科目の軽減等の特例

措置が設置されています。

玉堡査1塑壺面錘壁⊇コL仝の資整i三免許取得支援事業)

幼保連携型認定こども園・幼保連携型認定こども園への

移行予定の施設を対象とした県の補助制度があります。

大宅修 A A

18

年次有給休暇の算定に当たっては、育児や介護により

休業した期間を、出勤したものとみなしていますか。

国∃
・労基法第39条《手引p63》

大宅修 A A

児
暇

，
護
業
程

育
休

‘
介
体
規

19

育児や介護休業の制度利用を申し出たこと、又は利用し

たことなどを理由に、解雇その他の不利益な取扱いをして

いませんか。

国□
。男女雇用機会均等法第9条第3項《手引p70》

。育児・介護休業法第10条《手引p70》

大宅修 A A

20

給与、諸手当の金額等について明確に規定し、その規程

に基づいた適正な決定、支給が行われていますか。

国測
・

|ラデ西き
―
γ去身

=Z4⌒
ウZb、 Zし 、8り 、108ダミ、三十ラlpb8～ b9、 b/、

■2ゝ_____

大宅修 A A
給与

規程

21

給与の締切り、支払日は明確になっていますか。

・労基法第24条《手引p58》

□ □ 大宅修 A A

―労務 4-



【労務】  認定こども園自己点検・自己評価リスト
<壼L`△2ゴ塞>
① 担当する職員(又は担当チーム)を指定し、「担当者名」欄に記入してください。

② 点検結果の評定基準は、右の表から選択してください。

③ 点検は、担当者による「職員点検(一次点検)」 から実施してください。

④ 「職員点検」の後、その結果に係る確認等も含め、「組織点検(二次点検)」 を実施し、
必要に応じて、「評価(課題・改善策等を含む)」 欄を記入してください。

⑤ 《手引p》は、手引に記載している該当頁を示しています。
なお、政令市。中核市が所管する 市の 可・ を確認願います。

<点検結果評定基準>

A:適正
B:一部改善を要する
C:改善を要する
D:対象外
※ 認可基準等の項目において
特例適用の場合は、Aを選択

点 検
分野 番号 項  目

当
名

担
者

職 員 組織
評価 (課題・改善策等含む)

給与

規程
22

超過勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当は、法定

割増率以上になっていますか。

法令等

・労基法第37条《手引p62》

大宅修 A A

旅費
規程

23
交通費、宿泊料等の旅費について明確に規定し、その

規程に基づいた適正な決定、支給が行われていますか。
大宅修 A A

う■ハ
■■7=

保 険

24

含 ↑里恒 云 1木 |ス下」反 ヘ リ 刀‖人 圧ヽ 用 休 限 、ガ 人 1禾 阪 、饉
~

唐

保険、厚生年金保険)は 、適切に行っていますか。

巨ヨ
・雇用保険と労災保険への加入は、原則、労働者を1人

以上雇う事業主の義務となっています。
・健 康 休 1灰、り早生 午 釜 休 陳 は 、週 用 安 1午 乞確 認 し、必 要

か

手続きを行うこと。

大宅修 A A

職員

の

健康

管理

25

定期健康診断を実施するなど、職員の心身に係る健康

管理に努めていますか。

□□
・雇用時及び少なくとも年 1回 の定期健康診断を実施

すること。
。「健康診断の結果に基づき事業主が講ずべき措置に

関する指針」や「職場における腰痛予防対策指針」
「労働者の心の健康の保持増進のための指針 (メン

タルヘルス指針 )」 等を確認し、適切な措置に努めること。

ロ ヨ
・学校保健安全法第 15条《手引p44》

・労働安全衛生法第66条《手引p68》

・労働安全衛生規則第43、 44条《手引p68、 69》

大宅修 A A

―労務 5-



【運営】  認定こども園自己点検・自己評価リスト
<記2⊆左迭 >
① 担当する職員 (又は担当チーム)を指定し、「担当者名」欄に記入してください。

② 点検結果の評定基準は、右の表から選択してください。

③ 点検は、担当者による「職員点検 (一次点検)」 から実施してください。

④ 「職員点検」の後、その結果に係る確認等も含め、「組織点検 (二次点検)」 を実施し、
必要に応じて、「評価 (課題・改善策等を含む)」 欄を記入してください。

⑤ 《手引p》は、手引に記載している該当頁を示しています。
なお 市。中核市が所管する園は、所管市の認可。認定基準等

<点検結果評定基準>

A:適正
B:一部改善を要する
C:改善を要する
D:対象外
※ 認可基準等の項目において
特例適用の場合は、Aを選択

点 検
分野 番号 項  目

当

名
担
者

職 員 組織
評価 (課題・改善策等含む)

園則と運営 (管理)規程は実態と相違していませんか。

なお、保育所型及び地方裁量型は、運営 (管理)規程

のみが対象となります。

法令等
。法施行規則第16条《手引p16》

・特定運営基準第20条《手引p30》

・学校教育法施行規則第4条《手引p43》

大宅修 A A

運営

規程

2

職員や利用者に運営 (管理)規程を周知するとともに、

重要事項を見やすい場所に掲示していますか。

法令等

・特定運営基準第23条《手引p30》

大宅修
A A

3

利用定員を遵守していますか。

・特定運営基準第22条《手引p30》

大宅修 A A

4

市町の利用調整を経ず、受け入れている私的契約児は

いませんか。

着眼点

。「私的契約児」は、施設型給付の支給対象となっていな

い乳幼児で、恒常的に受け入れている者を指します。

ただし、市町の実施する一時預かり事業、乳幼児子育

て応援事業、わくわく幼稚園・保育所等や未就園児保育

で一時的に受け入れる乳幼児を除きます。

・受け入れている場合は、定員の範囲内であり、面積基準

や職員配置等の遵守ができていること、教育・保育の質が

担保されていることなどの確認が必要です。

大宅修 A A

職員

と

園児

の数

5

職員の配置状況は、配置基準等を満たしていますか。

・4歳以上の園児 :概ね30人 につき1人

。3歳以上4歳未満の園児 :概ね20人 につき1人

。1歳以上3歳未満の園児 :概ね6人 につき1人

。1歳未満の園児 :概ね3人 につき1人

法令等

・別表「認可・認定基準等の整理表」《手引p6》

・幼保運営基準第5条第3項《手引p20》

・認こ運営基準第第2の 1《 手引p24》

大宅修 A A

一 運営 1-
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【運営】  認定こども園自己点検・自己評価リスト
<証2豆左迭 >
① 担当する職員(又は担当チーム)を指定し、「担当者名」欄に記入してください。

② 点検結果の評定基準は、右の表から選択してください。

③ 点検は、担当者による「職員点検(一次点検)」 から実施してください。

④ 「職員点検」の後、その結果に係る確認等も含め、「組織点検(二次点検)」 を実施し、
必要に応じて、「評価(課題・改善策等を含む)」 欄を記入してください。

⑤ 《手引p》は、手引に記載している該当頁を示しています。
なお、政令市。中核市が所管する園は、 市 可・ います。

<点検結果評定基準>

A:適正
B:一部改善を要する
C:改善を要する
D:対象外
※ 認可基準等の項目において
特例適用の場合は、Aを選択

点 検
分野 番号 項  目

当
名

担
者

職 員 組織
評価 (課題・改善策等含む)

5
止壺重配置重艶墜艶

3歳児及び満3歳児に係る保育教諭等の配置規準を3歳

児及び満3歳児15人につき1人 により実施する施設に加算。

大宅修 A A

6

朝夕等、園児が少人数の場合も、常時2名 以上の保育

教諭等を配置していますか。

法令等

・幼保運営基準第5条第3項《手引p20》

・認こ運営基準第第2の 1《手引p24》

参考事項

玉爆塞≧量配躍垂塁竺⊆施:日[ュ全この生imn

県所管の施設は、「児童福祉施設の設備及び運営に関

する基準の一部改正に伴う保育士配置基準の緩和への

試験的対応について(H28.11.1こ 第1627号 )」 《手引p41》

で、平成28年 11月 ～平成31年 3月 の試行的取組で緩和

できます。

実施の場合は、所定の様式で市町を通じて健康福祉事

務所に報告が必要です。

緩和内容は、朝夕などの時間帯に配置する保育士。保

育教諭2名 のうちの1名 等です。

代替可能な者は、① 家庭的保育者、②子育て支援員研

修の地域型保育コースの修了者、③保育所等での保育業

務に常勤職員として従事した実務経験1年以上の者です。

大宅修 A A

7

学級担任は常勤・専任ですか。

着眼点

。学級担任は、教育時間の開始から終了までの配置が

必要です。

法令等

。別表「認可・認定基準等の整理表」《手引p6》

・幼保運営基準第5条第 1項《手引p20》

。認こ運営基準第2の 2《 手引p24》

森雅子 A

職員

と

園児

の数

8

0願 以 _E ttυノ子 似 輛 雨りiよ 、界 期 、同
~子

平 ψ 国 九 じ輛

法令等

・幼保運営基準第4条第3項《手引p19》

・認こ運営基準第5の 4の 1《 手引p27》

キll

されていますか。

森雅子 A

一 運営 2-
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【運営】  認定こども園自己点検・自己評価リスト
<証△方法 >
① 担当する職員 (又 は担当チーム)を指定し、

「
担当者名」欄に記入してください。

② 点検結果の評定基準は、右の表から選択してください。

③ 点検は、担当者による「職員点検 (一 次点検)」 から実施してください。

④ 「職員点検」の後、その結果に係る確認等も含め、「組織点検 (二次点検)」 を実施し、

必要に応じて、「評価 (課題。改善策等を含む)」 欄を記入してくださいG

⑤ 《手引p》は、手引に記載している該当頁を示しています。

なお、政令市。中核市が する の認可・認定基準等を確認願います。

<点検結果評定基準>

A:適正
B:一部改善を要する
C:改善を要する
D:対象外
※ 認可基準等の項目において
特例適用の場合は、Aを選択

点 検
分野 番号 項

当
名

担
者

職 員 組 織
評価 (課題・改善策等含む)

8
。事業者向けFAQ【第7版】Q5:学級編制《手引p86》

職員

と

園児

の数

9

資格を要する職種については、資格要件を満たす職員を

配置していますか。

法令等
。別表「認可・認定基準等の整理表」《手引p6》

①保育教諭 :保育士、幼稚園免許を保有する者

:法第14条第1項、第15条第1項《手引p13》

認こ運営基準第3《手引p25》

②調理員 :栄養士又は調理師を最低一人は配置

:県条例第3条《手引p36》

基準条例第7条第13項《手引p41》

③学校医、学校歯科医

:法第27条 、学校保健安全法第23条《手引p13,45》

④学校薬剤師(幼保連携型・幼稚園型)

:法第27条 、学校保健安全法第23条《手引p13,45》

参考事項

【幽」墨ヒ塵携型証重二墨≧ヨ整 ヒΞ量 査」甕証 ≧配置特例)

新制度施行から5年間 (平成32年 3月 末まで)に限り、

幼稚園教諭免許又は保育士資格のどちらか一方を有して

いる者を配置数に算定できますc

豊壁証上:資格二塾菫握じ五量量■豊の上金の特例)

新制度施行から5年間は、幼稚園教諭。保育士資格の

併有を促進するため、履修科 日・試験科目の軽減等の特例

措置が設置されています。

■医査教諭確保のための資整二免註取得支援事業)

幼保連携型認定こども園、幼保連携型認定こども園への

移行予定の施設を対象とした県の補助制度があります。

大宅修 A A

施設

整備
0

基準に定められている設備を有していますか。

法令等
。別表「認可・認定基準等の整理表」《手引p7～ 8》

・幼保運営基準第7条《手引p21》

。最低基準第32条《手引p32》

大宅修 A A

― 運営 3-



【運営】  認定こども園自己点検・自己評価リスト
<記2豆左迭 >
① 担当する職員 (又は担当チーム)を指定し、「担当者名」欄に記入してください。

② 点検結果の評定基準は、右の表から選択してください。

③ 点検は、担当者による「職員点検 (一次点検)」 から実施してください。

④ 「職員点検」の後、その結果に係る確認等も含め、「組織点検 (二次点検)」 を実施し、
必要に応じて、「評価 (課題・改善策等を含む)」 欄を記入してください。

⑤ 《手引p》は、手引に記載している該当頁を示しています。
なお、政令市・中 が る園は、所管市の認可・認定基準等を確認願います。

<点検結果評定基準>

A:適正
B:一部改善を要する
C:改善を要する
D:対象外
※ 認可基準等の項目において
特例適用の場合は、Aを選択

点 検
分野 番号 項

当
名

担
者

職 員 組織
評価 (課題・改善策等含む)

11

0～ 1歳児の園児が入所している場合、乳児室・ほふく

室・沐浴設備・調乳設備を有していますか。

法令等
。別表「認可・認定基準等の整理表」《手引p7》

・幼保運営基準第7条《手引p21》

・乳児保育通知《手引p36》

大宅修 A A

12

の

1

園舎基準を満たしていますか。

着眼点

(1)幼保連携型は①と②を合算した面積、それ以外は①

の面積

① l学級 :180ピ

2学級以上:320+100× (学級数-2)ぽ

② 満3歳未満の園児数に応じた保育室等の必要な面積

(2)幼保連携型及び幼稚園型は、3～ 5歳児の保育室が

53ぶ以上、遊戯室が100ピ以上

法令等
。別表「認可。認定基準等の整理表」《手引p7》

(1)。幼保運営基準第6条第6項《手引p20》

・認こ運営基準第4の 2《手引p25》

(2)。 県条例第3条第2項 (幼保連携型)《手引p38》

・県条例第3条、第5条 (幼稚園型)《手引p36、 38》

大宅修 A A

施設

設備

12

の

2

各室毎に園児1人 当たりの面積基準(有効面積)を満た

していますか。

着眼点

。乳児室 :満 2歳未満の園児のうち、ほふくしないもの

1人 につき、1.65ぽ

。ほふく室 :満 2歳未満の園児のうち、ほふくするもの

1人 につき、3.3ぶ

。2歳 児保育室 :1人 につき、1.98ぽ

。3歳児保育室 :1人につき、1.98ぽ

。4歳児保育室 :1人につき、1.98″

・5歳児保育室 :1人につき、1.98ぶ

法令等

・別表「認可。認定基準等の整理表」《手引p7》

・幼保運営基準第7条第6項《手引p21》

・認こ運営基準第4の 4、 9《 手引p26》

大宅修 A A

満2歳未満児は全員ほふくするものと
して33ぶを確保しています

― 運営 4-



【運営】  認定こども園自己点検・自己評価リスト
<記2豆左迭 >
① 担当する職員(又は担当チーム)を指定し、「担当者名」欄に記入してください。

② 点検結果の評定基準は、右の表から選択してください。

③ 点検は、担当者による「職員点検(一次点検)」 から実施してください。

④ 「職員点検」の後、その結果に係る確認等も含め、「組織点検(二次点検)」 を実施し、
必要に応じて、「評価(課題・改善策等を含む)」 欄を記入してください。

⑤ 《手引p》は、手引に記載している該当頁を示していますc

なお、政令市。中核市が所管する園は、所管市の認可・認定 います。

<点検結果評定基準>

A:適正
B:一部改善を要する
C:改善を要する
D:対象外
※ 認可基準等の項目において
特例適用の場合は、Aを選択

分野 番号 項  目
担 当
者 名

点 検
評価 (課題・改善策等含む)

職 員 組 織

施設

整備

13

園庭基準を満たしていますか。

着眼点
。①と②を合算した面積

①イと口を比較して大きくなる面積

イ 2学級以 下:330+30× (学級数-1)ぽ

3学級以上:400+80× (学級数-3)ぽ

口 満3歳児以上1人 につき3.3ポ

②満2歳児1人につき3.3ビ

法令等
。別表「認可。認定基準等の整理表」《手引p8》

。幼保運営基準第6条第7項《手引p21》

・認こ運営基準第4の 5((手 引p26》

大宅修 A A

14

面積基準等に既存施設特例が適用されている場合、

特例の内容を把握していますか。

区萱∃
0別表「認可・認定基準等の整理表」《手引p7～ 8》

・幼保運営基準附則第4条《手引p22》

・県条例附則2《手引p38》

A A

15

建物の構造や部屋の用途等に変更がある場合、武雄市
教育政策課及び関係各所に変更届を提出していますか。

区 至∃
。別表「認可・認定基準等の整理表」《手引p8》

。法第29条《手引p14》

。一括法《手引p86》

大宅修 A A

16

保育室 (教室)等の清掃、衛生管理、保温、換気等は

適切ですか。

法令等

・学校保健安全法第6条《手引p44》

大宅修 A A

教育
及び
保育
の内
容に
関す
る全
体的
な計
画等

17

教育及び保育の内容に関する全体的な計画は作成され

ていますか。

・長期的な指導計画 (年・期・月)

・短期的な指導計画 (週 口日)

・認こ運営基準第5の 3《手引p27》

・幼保教育。保育要領第3章《手引p35》

・幼稚園教育要領第3章《手引p35》

。保育所保育指針第1章 3《 手引p35》

森雅子

森雅子

森雅子む

A A

A A

A A

― 運営 5-



【運営】  認定こども園自己点検・自己評価リスト
<証△左上 >
① 担当する職員(又は担当チーム)を指定し、「担当者名」欄に記入してくださいc

② 点検結果の評定基準は、右の表から選択してください。

③ 点検は、担当者による「職員点検 (一次点検)」 から実施してください。

④ 「職員点検」の後、その結果に係る確認等も含め、「組織点検 (二次点検)」 を実施し、

必要に応じて、「評価 (課題・改善策等を含む)」 欄を記入してください3

⑤ 《手引p》は、手引に記載している該当頁を示しています.

なお、政令市。中核市が所管する園は、所管市の認可・認定基準等を確認願います。

<点検結果評定基準>

A:適正
B:一部改善を要する
C:改善を要する
D:対象外
※ 認可基準等の項目において
特例適用の場合は、Aを選択

分野 番号 項
担 当
者 名

点 検
評価 (課題・改善策等含む)

職 員 組 織

教育

及び

保育

の内

容に

関す

る全

体的

な計

画等

8

3歳未満児の個別指導計画を作成していますか。

法令等

森雅子 A A

障害児の個別指導計画について、個々の園児の障害の

状態などに応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的・

組織的に行っていますか。

法令等

・幼保教育。保育要領第3章《手引p35》

・幼稚園教育要領第3章《手引p35》

・保育所保育指針第1章 3《 手引p35》

森雅子 A A

20

教育及び保育の内容などの評価、反省等を行い、質の

向上や改善に努めていますか。

着眼点

・教育及び保育に係る全体的な計画の展開 (実践)

。乳児保育に係るねらいや内容、配慮事項等

・幼児保育及び教育に係るねらいや内容、配慮事項等

・特別な配慮を必要とする子どもへの指導の充実

・健康及び安全に係る内容

・保護者や地域等への子育ての支援の内容
。教育環境、カリキュラムの評価と改善

・全体的な計画や指導等の状況に係る評価と改善 等

法令等
。法第23条《手引p13》

・法施行規則第23条《手引p16》

・認こ運営基準第8の 6《手引p28》

・特定運営基準第16条《手引p30》

・基準条例第7条第4項《手引p41》

・学校教育法第28、 42条《手引p43》

。学校教育法施行規則第39、 66条《手引p44》

・児童福祉法第45条《手引p86》

・幼保教育。保育要領《手引p35》

・幼稚園教育要領《手引p35》

。保育所保育指針《手引p35》

森雅子 A A

― 運営 6-

・法第6条《手引p13》

・幼保教育・保育要領第3章《手引p35》

・保育所保育指針第 1章 3((手 引p35》



【運営】  認定こども園自己点検・自己評価リスト
<壼旦2⊆左迭 >
① 担当する職員(又は担当チーム)を指定し、「担当者名」欄に記入してください。

② 点検結果の評定基準は、右の表から選択してください。

③ 点検は、担当者による「職員点検 (一次点検)」 から実施してください。

④ 「職員点検」の後、その結果に係る確認等も含め、「組織点検(二次点検)」 を実施し、
必要に応じて、「評価(課題・改善策等を含む)」 欄を記入してください。

⑤ 《手引p》は、手引に記載している該当頁を示しています。
なお、政令市。中核市が所管する は 市 可・ 定基準等を確認願います。

<点検結果評定基準>

A:適正
B:一部改善を要する
C:改善を要する
D:対象外
※ 認可基準等の項目において
特例適用の場合は、Aを選択

点 検
分 野 番号 項  目

当
名

担
者

職 員 組織
評価 (課題・改善策等含む)

21

認定こども園内外での適切な研修計画を作成し、実施

していますか。

着眼点

。キャリアパス等を見据えた体系的な研修計画の作成
。職場内における研修の実施

・外部研修への参加機会の確保等

・外部研修等で得た研修成果の組織内での活用
。カリキュラム・マネジメントの取組、施設における教育。

保育の自己点検及び評価。改善のための園内研修

・園長等研修、主幹保育教諭等研修の受講 等

法令等
。認こ運営基準第6の 4《 手引p28》

。保育所保育指針第5章《手引p35》

森雅子 A A

22

0歳から小学校就学前までの一貫した教育及び保育を

園児の発達の連続性を考慮して展開していますか。

着眼点
。園において育みたい資質・能力

・幼児期の終わりまでに育ってほしい姿 等

法令等

・認こ運営基準第5の 2《手引p26》

・幼保教育・保育要領《手引p35》

・幼稚園教育要領《手引p35》

・保育所保育指針《手引p35》

森雅子 A A

23

在園時間が異なる多様な園児がいることを踏まえ、園児

の生活が安定するよう、家庭や地域、園における生活の

連続性を確保し、一日の生活のリズムを整えるよう工夫

していますか。

早川沙織 A A

教育

及び

保育

の内

容に

関す

る全

体的

な計

画等

24

園児の育ちに関する帳票を整備していますか。

着眼点

。身体測定、健康診断の記録等

・教育及び保育経過の記録等

法令等
。法施行規則第30条《手引p19》

・幼保連携型認定こども園園児指導要録《手引p35》

。認定こども園こども要録《手引p35》

早川沙織 A A

― 運営 7-



【運営】  認定こども園自己点検・自己評価リスト
<三二λ 左造 >
① 担当する職員 (又は担当チーム)を指定し、「担当者名」欄に記入してください。

② 点検結果の評定基準は、右の表から選択してください。

③ 点検は、担当者による「職員点検 (一次点検)」 から実施してください。

④ 「職員点検」の後、その結果に係る確認等も含め、「組織点検 (二次点検)」 を実施し、
必要に応じて、「評価 (課題・改善策等を含む)」 欄を記入してください。

⑤ 《手引p》は、手引に記載している該当頁を示しています。

なお、政令市。中核市が所管する園は 市 可・ を確認願います。

<点検結果評定基準>

A:適正
B:一部改善を要する
C:改善を要する
D:対象外
※ 認可基準等の項目において
特例適用の場合は、Aを選択

点 検
分 野 番 号 項  目

当
名

担
者

職 員 組 織
評価 (課題・改善策等含む)

25

日誌や園児出席簿を適正に整備するとともに、個人

情報を適切に取り扱つていますか。

法令等
。法施行規則第26条《手引p16》

。特定運営基準第12条《手引p28》

。学校教育施行規則第28条《手引p43》

小島裕美子 A A

保育

の

記録

■け
F`

26

小学校教育への円滑な接続に向けた取組を行つていま

すか。

着眼点

。小学校の児童との交流機会の設定
。小学校教師との意見交換 等

法令等

・認こ運営基準第5の 6《手引p27》

。特定運営基準第11条《手引p28》

森雅子 A A

虐待

防止
27

虐待等の状況が見受けられないか、日々園児や保護者

の様子に留意し、早期発見に努め、不適切な養育の兆候

が見られる場合は、市町やこども家庭センター等と連携

していますか。

法令等

・認こ運営基準第8の 4((手引p28》

・児童虐待の防止等に関する法律第5、 6条《手引p46》

森雅子 A A

麟

口
髄
鯉

28

学校医による健康診断及び学校歯科医による歯科検診

を認定こども園の類型に応じた方法で実施していますか。

法令等

〔幼保連携型〕

。法第27条《手引p13》

。法施行令第5条《手引p14》

。法施行規則第27条《手引p17》

〔幼保連携型。幼稚園型〕
。学校保健安全法第 13条《手引p44》

。学校保健安全法施行規則第5条《手引p45》

〔保育所型〕

・最低基準第12条《手引p32》

〔特定認可外保育施設型〕

・県規則第8条《手引p40》

森雅子 A A

― 運営 8-

教育



【運営】  認定こども園自己点検・自己評価リスト
<証ん 左L>
① 担当する職員 (又は担当チーム)を指定し、「担当者名」欄に記入してください。

② 点検結果の評定基準は、右の表から選択してください。

③ 点検は、担当者による「職員点検 (一次点検)」 から実施してください。

④ 「職員点検」の後、その結果に係る確認等も含め、「組織点検 (二次点検)」 を実施し、

必要に応じて、「評価 (課題・改善策等を含む)」 欄を記入してください。

⑤ 《手引p》は、手引に記載している該当頁を示しています。

なお、政令市。中核市が所管する園は、 の 可 。 います。

<点検結果評定基準>

A:適正
B:一部改善を要する
C:改善を要する
D:対象外
※ 認可基準等の項目において
特例適用の場合は、Aを選択

点 検
分野 番号 項  目

当
名

担
者

職 員 組織
評価 (課題・改善策等含む)

健康

衛生

管理

29

各種マニュアルを整備し、職員に周知していますか。

着眼点

・感染症及び食中毒

・事故防止

。危機管理

・速やかな事故報告 等

法令等

・保育所における感染症対策ガイドライン《手引p46》

・保育所におけるアレルギー対応ガイドライン《手引p46》

・教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の

対応のためのガイドライン《手引p46》

森雅子 A A

30

与薬する場合は、薬連絡票に記入してもらう等適切に

預かり、誤飲がないよう対策を講じていますか。

匝壺董ヨ
・幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説第3節 5

《手引p35》

。保育所保育指針解説書第5章 1《手引p35》

森雅子 A A

31

SIDS(乳幼児突然死症候群)等の防止対策をしていま

すか。

着眼点

・定期的な睡眠時の状態の観察

・心肺蘇生法等の研修 等

法令等

・教育・保育施設等における事故防 lL及 び事故発生時の

対応のためのガイドライン《手引p46》

森雅子 A A

32

延 天E司 :l麻 :よ 、人 人 ■Jヲ F吊 火 青 υノ万 ユ I、 1日 え 、刀 フ` 型 以

の

実情に合わせて、月1回 以上実施していますか。

着眼点

非常災害 :地震、津波、上砂崩れ、水害への対策等

法令等

。最低基準第6条《手引p31》

。県条例第3条《手引p36》

・基準条例第7条第7項《手引p41》

早川沙織 A A

事故

防止

全
　
策

安
　
対

33

事故が発生した場合の対応を把握していますか。

着眼点

。対応指針等の整備

・事故防止委員会の設置、定期的な研修

森雅子 A A

一 運営 9-



【運営】  認定こども園自己点検・自己評価リスト
<記入立上 >
① 担当する職員(又 は担当チーム)を指定し、「担当者名」欄に記入してください_

② 点検結果の評定基準は、右の表から選択してください。

③ 点検は、担当者による「職員点検 (一次点検)」 から実施してください。

④ 「職員点検」の後、その結果に係る確認等も含め、「組織点検 (二次点検)」 を実施し、

必要に応じて、「評価 (課題・改善策等を含む)」 欄を記入してくださいc

⑤ 《手引p》は、手引に記載している該当頁を示しています。

なお 政令市・ る園は、所管市の認可・認定基準等を確認願います。

<点検結果評定基準>

A:適正
B:一部改善を要する
C:改善を要する
D:対象外
※ 認可基準等の項目において
特例適用の場合は、Aを選択

点 検
分野 番号 項  目

当
名

担
者

職 員 組 織
評価 (課題・改善策等含む)

33

。事故発生時の連絡体制の確認
。事故の状況や対応等の記録

・賠償責任保険等への加入

。治療に要する期間が30日 以上の場合は、市町あてに

事故報告書の提出が必要です。

法令等

。特定運営基準第32条《手引p31》

森雅子 A A

事故

防止

安全

対策 34

防火管理者を選任し、消防計画を作成して消防署に届

け、また、防災用整備等は定期的に点検し、年1回 、消

防署に報告していますか。

・廊下や非常国の前等に、非常時の避難、消火活動、

防火設備の妨げとなる物品等を放置していないことなど、

施設の管理を行うことが必要です。

法令等

大宅修 A A

保護

ヨ

“1日

との

連携

35

園児の様子や日々の教育及び保育の意図などの説明

を通じ、保護者との相互理解を図るよう努めていますか。

着眼点

育 要 惧 弟 1享弟 3のう、弟 4享弟 Zの 1く+ラ lp
Rらヽ
・幼稚園教育要領第 1章第6の 1《手引p35》

。保育所保育指針第4章の2《手引p35》

法令等

・送迎時の対応

・連絡帳

・園だより

。参観や懇談会

。掲示板 等

小島裕美子 A A

教育

保育

時間

36

1日 の教育課程に係る教育時間は4時間以上を標準と

し、且つ、保育を必要とする園児に対する教育及び保育の

時間は1日 につき8時間を原則としていますか。

着眼点

〔幼保連携型・保育所型〕
。1日 の開園時間は11時間が原則

。毎学年の教育課程に係る教育週数は、特別の事情の

ある場合を除き、39週を下回らないこと。

森雅子 A A

― 運営 10-

・消防法第8条第1項 。第2項《手引p45》

・消防法第8条の2第4項《手引p46》
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